
①ハローワークに求人申込みをしたことがあるが、求人者マイ
ページは開設していない場合

メールアドレスの登録
▼

パスワードの設定
▼

求人者マイページのアカウント登録
▼

求人情報を仮登録
▼

ハローワークで求人を本登録
▼

求人者マイページを開設

②これまでにハローワークを利用したことがない場合

メールアドレスの登録
▼

パスワードの設定
▼

求人者マイページのアカウント登録
▼

事業所情報を仮登録
▼

求人情報を仮登録
▼

ハローワークで求人を本登録
▼

求人者マイページを開設

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/redirect/389_data_00491.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/redirect/389_data_00491.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/redirect/389_data_00492.html

